
事業計画地

工事期間中における違法駐車・工事車両の待機及び資材搬入
の大型車両の通行に反対する周辺道路（赤の部分）

事業計画地周辺住民の９０％以上から要請書が提出された結果、現時点で、
工事期間中における違法駐車・工事車両の待機及び資材搬入の大型車両の通
行に反対する周辺道路の範囲は、下図の赤の部分まで拡大しました。
従って、工事を請け負うゼネコンの方は、バス通りからの工事計画の検討が
必要となります。
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